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農業資材審議会農薬分科会農薬原体部会（第１４回） 

 

                         令和５年 ７月１９日（水） 

                         １５：０１～１６：３７ 

                         農林水産省消費・安全局第３会議室（リモート開催） 

 

議 事 次 第 

 

   １ 開 会 

   ２ 委員の出欠 

   ３ 配付資料の確認 

   ４ 議 事 

     （１）農薬取締法第３条第２項第１１号に掲げる事項（農薬原体の有効成分以外の成分の種類 

及び含有濃度）について 

①酸化亜鉛（新規登録） 

②シンナムアルデヒド（新規登録） 

     （２）その他 

   ５ 閉 会 
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午後３時０１分 開会 

○農薬対策室長 では、定刻となりましたので、ただいまから、農業資材審議会農薬分科会農薬原体部会を

開催させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中を御出席いただきましてありがとうございます。事務局を

務めます農産安全管理課農薬対策室長の●●●でございます。部会長に議事をお願いするまでの間、司会進

行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 本日の原体部会は第14回目の会合となります。今回は酸化亜鉛及びシンナムアルデヒドの有効成分に関す

る農薬原体の成分規格について検討いただきたいと思っております。 

 本日は本部会に属する委員の方３名、専門委員の方２名に御出席いただいております。桒形専門員につき

ましては、本日御欠席と伺っております。 

 本部会は、農業資材審議会令第７条第１項で、委員及び臨時委員の過半数の御出席で会議が成立すると規

定されております。本日は、委員及び臨時委員全員の御出席を頂いておりますので本部会は成立しておりま

すことを、御報告申し上げます。 

 今回の部会はリモートでの開催となりますので、進行に不都合が生じるかもしれませんが、御容赦いただ

けますと幸いです。委員の皆様におかれましては、差し支えなければ常時カメラをオンにしていただければ

と思います。発言希望等ございましたら、画面右側の参加者一覧の挙手のアイコンを押していただきたいと

存じますが、急を要する場合など、必要がありましたら、座長からの合図を持たず御自身でミュートを外し

て御発声いただいても構いません。また、チャットボックス機能もございますので、音声トラブル等ござい

ましたら当該チャットボックスより御連絡いただきますと幸いです。 

 今回も個別の農薬原体の成分規格に関して検討いただきます。検討に当たっての審議及び審議に用いられ

る資料は、農薬原体の製造方法、不純物の種類等、製造者が公表していない情報も含まれます。申請者の知

的財産権の侵害を防止して、審議に必要な資料が、悪意のある第三者への漏えいを懸念することなく申請者

から円滑に提出されるようにするため、個別の農薬原体の成分規格に関する審議の議事資料は非公開とさせ

ていただきます。なお、審議終了後には資料を回収させていただきますので、後日御返却のほどよろしくお

願いいたします。 

 では、本日の配付資料について御確認いただきたいと思います。資料１が議事次第でございます。資料２

が農業資材審議会農薬分科会農薬原体部会の委員名簿でございます。資料３が今回審議する農薬原体の概要

でございます。それから資料４として酸化亜鉛の農薬原体の組成に係る評価報告書、公表版と非公表版でご

ざいます。同じく資料５としてシンナムアルデヒドの農薬原体の組成に係る評価報告書でございます。それ

から参考資料として１－１から１－４まで、農薬原体の成分規格の設定に用いる試験成績について、農薬原
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体の成分規格の設定方法について、考慮すべき毒性を有する不純物の決定方法について、農薬原体の同等性

の評価方法についてを添付しております。もし足りないもの等ございましたら、会議途中でも結構でござい

ますので事務局までお申し出ください。 

 では、これからの議事進行は●●●にお願いいたします。 

○●●● 本日は皆様、御多用のところ御出席いただきましてありがとうございます。是非、慎重かつ活発

な御審議をお願いいたします。 

 本日は、二つの有効成分の農薬原体の成分規格に関して議論いただく予定としております。酸化亜鉛につ

いては令和４年９月12日付けで、シンナムアルデヒドについては令和４年12月14日付けで、農林水産大臣か

ら諮問いただいております。 

 審議に当たっては、先ほど事務局から説明がありましたが、公開することにより特定の者に不当な利益若

しくは不利益をもたらすおそれがありますので、非公開とさせていただきますので、御承知おきください。 

 まず、審議に入ります前に、利益相反の状況について御報告をお願いいたします。 

○農薬対策室長 平成30年９月14日の農業資材審議会農薬分科会で決定いただきました利益相反の規定に基

づいて、皆様に利益相反について事前に確認させていただきました。本日審議いたします酸化亜鉛及びシン

ナムアルデヒドについて、委員の皆様から利益相反に関して特段の申出はありませんでしたので御報告いた

します。 

○●●● 御報告ありがとうございます。 

 それでは議事１、農薬取締法第３条第２項第11号に掲げる事項、農薬原体の有効成分以外の成分の種類及

び含有濃度について、①酸化亜鉛の審議に入ります。事務局より、資料の説明をよろしくお願いいたします。 

○農薬審査官 農薬審査官の●●●でございます。資料に沿って御説明申し上げます。 

 まず資料３に、簡単に今回の剤の概要をまとめております。酸化亜鉛、新規に申請されました殺菌剤でご

ざいまして、作用機作は現状不明ですが、植物病原菌に対して多作用点接触活性を有すると考えられている

剤でございます。もも類への使用について申請がなされております。 

 では、資料４－２に沿って審査の内容について御説明申し上げます。 

 めくっていっていただいて１ページに、剤の基本的な情報でございます。申請者は井上石灰工業となりま

す。一般名、化学名、CAS名、分子式等に関しましては記載のとおりでございます。 

 次の２ページに、物理的・化学的性状の情報を記載しております。文献値等の情報でございまして、水に

は僅かに溶けまして、有機溶媒には不溶となっております。あと、金属の物質でございまして、分析を酸化

亜鉛の形でできないため、加水分解性や水中光分解性に関しては試験が省略されております。スペクトルに

関しましても紫外可視吸収に関しましては、水溶解度が低いので省略をしております。スペクトルとして次
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の３ページ、赤外吸収のスペクトルが提出されております。500 cm-1ぐらいのところに吸収があるという形に

なっております。 

 一旦ここで切らせていただきます。何かございましたらよろしくお願いします。 

○●●● ただいまの説明について御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 特になさそうですので、次の説明をお願いいたします。 

○農薬審査官 ４ページに移りまして、原体の製造方法でございます。●●●。 

 次に、分析法でございます。●●●。 

 一旦、分析法までで切らせていただきたいと思います。 

○●●● ここまでの御説明につきまして御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 特にないようですので、次の説明に進めてください。 

○農薬審査官 それでは、組成分析でございます。●●●。 

 こちらまでで議論をお願いいたします。 

○●●● ここまでの御説明に関して御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 よろしいですかね。 

 前回、私たちにお送りいただいている資料に今回プラスされた内容が、赤い文字で追加された部分になる

ということですよね。 

○農薬審査官 そのようになります。 

○●●● はい。こちらの方もよろしいでしょうか。 

 特段ございませんようですので、次の説明に進めてください。 

○農薬審査官 では次に、有効成分の毒性でございます。酸化亜鉛の農薬原体を用いた遺伝毒性試験が出さ

れておりますので、その結果を御説明いたします。具体的にはAmes試験が出されておりまして、いずれも陰

性の結果が得られております。また、酸化亜鉛に関しましては、食品衛生法に基づきまして人の健康を損な

うおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質について、食品安全委員会で食品

健康影響評価がなされております。 

 その結果の概要を10ページに転記をさせていただいております。食品安全委員会では、各種の情報を基に

情報をまとめております。結論としましては酸化亜鉛、他の亜鉛化合物の評価を利用しまして亜鉛として評

価をしております。ヒトにおける知見から得られたLOAEL0.94 ㎎/㎏体重/日を1.5という不確実係数で除しま

して得られた0.63 ㎎/㎏体重/日を、亜鉛摂取量に関する上限値と判断しているようでございます。 

 亜鉛に関しまして日本人が１日に摂取している量が推定されておりまして、平均的な見積りが0.1～0.15 

㎎/㎏体重/日、あと過大な見積りでは、サプリメント等を取っている方たちと推定されますが、0.55 ㎎/㎏
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体重/日となっております。本剤酸化亜鉛を農薬として使用した場合に摂取量がどのくらいになるかとなり

ますと、見積りとして最大でも0.0223 mg/㎏体重/日と推定しておりまして、通常摂取している量を著しく増

加させるものではないということで、農薬として想定し得る使用法で使われる限りにおいて食品に残留する

ことにより、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであると評価がなされております。 

 ここまでで一旦切らせていただきます。 

○●●● ただいまの御説明について御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 よろしいですかね。 

 私の方から不確実係数のところを御質問させていただいておりますけれども、この1.5という数字は、この

食品安全委員会のみで使われている数字になりますか。それとも、もっと一般的に使われているものになる

のでしょうか。 

○農薬審査官 1.5は他の国際機関の評価でも使われていたかと思います。ただ、1.5だけではなくて、国際

機関によっては２とかも使われておりまして、実際の摂取量の上限値としては、0.5とか0.6辺りの似たよう

な数字で評価がなされていると考えております。 

○●●● ありがとうございます。 

 何かございますでしょうか。 

 ないようですので、それでは、次の説明に進めてください。 

○農薬審査官 それでは、不純物の毒性にまいります。●●●。 

 次に、農薬原体の毒性に関するところでございます。●●●。 

 説明は以上でございます。何かございましたらよろしくお願いいたします。 

○●●● ありがとうございます。 

 ただいまの御説明について御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 不純物の部分につきましてもよろしいでしょうか。 

 ないようですので、資料４－１の方の説明をよろしくお願いします。 

○農薬審査官 では、資料４－１の説明をいたします。こちらは分科会への報告をする報告書となります。 

 酸化亜鉛の規格の案としまして酸化亜鉛990 g/㎏以上、考慮すべき毒性を有する不純物としてカドミウム

と鉛、含有濃度は0.003 g/㎏以下と0.01 g/㎏以下という形で提案をいたします。 

 分析法として、まず酸化亜鉛の分析法を簡単にまとめました。酸化亜鉛の農薬原体を水、塩酸に溶解しま

して酢酸緩衝液を添加後、アンモニア水でpHを5.5～5.7に調整、指示薬としてキシレノールオレンジ溶液を

添加し、エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液で滴定。滴定法で求めた含有濃度から不純物の含有

濃度を差し引いて、有効成分含有濃度を算出するとまとめさせていただいております。 
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 次にカドミウムと鉛、分析法は同じでございますので一つにまとめさせていただきました。農薬原体を硝

酸水溶液に溶解し内部標準溶液を添加後、誘導結合プラズマ質量分析計でカドミウム及び鉛を検出及び定量

する。定量には内部標準法を用いるとまとめさせていただいております。 

 ２ページ以降、基本情報、物理的・化学的性状は、先ほどの審査報告書から転記させていただいておりま

す。 

 組成分析のまとめ方としましては、酸化亜鉛について機器分析法ではなく併行精度のみでしたので、「併

行精度が確認され」としております。不純物について、表現ぶりを検討して、再度、御確認いただく形にし

ますが、カドミウムと鉛につきまして、選択性、検量線の直線性、精確さ、併行精度が確認されておりまし

て、科学的に妥当とまとめております。組成分析の結果におきましても、含有濃度は995～1,001 g/㎏とまと

めております。 

 有効成分の毒性につきましては、審査報告書からの転記でございます。 

 不純物の毒性につきましても転記でございまして、一部、修正を行うところは審査報告書に合わせて修正

をさせていただきます。 

 最後、農薬原体の同等性ということで、酸化亜鉛の農薬原体中の不純物と酸化亜鉛の毒性を比較した結果、

農薬の製造に用いられる酸化亜鉛の農薬原体の毒性は、安全性評価のなされた酸化亜鉛の毒性と同等である

と判断したとまとめさせていただいております。 

 以上でございます。 

○●●● 今回御用意いただいた資料に修正が入るということですね。 

○農薬審査官 そうですね。３ページの組成分析のところに関しては修正の案を提示しますので、後日、委

員の方に再度、御確認いただきたいかと思います。 

○●●● ここの部分は後日メールで修正文を確認していただくということになりますね。 

○農薬審査官 はい。 

○●●● ここ以外のところで御意見、御質問等ございますでしょうか。 

 ないようですので、先ほどの修正点ですよね。後ほど皆さんにも御確認いただくということで、審議案は

修正していただくということでよろしいでしょうか。 

 では、酸化亜鉛の原体規格の設定に関する審議はここまでで、後ほどメールで変更部分を皆様にも御確認

いただいてという形にさせていただきます。 

 審議は以上といたします。酸化亜鉛に対しては以上といたします。 

○農薬対策室長 ありがとうございます。では、メールでの確認も含めまして、今後所要の手続を進めさせ

ていただきます。 
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○●●● それでは、議事（１）の②、シンナムアルデヒドの審議に入ります。事務局より資料の御説明を

お願いします。 

○農薬審査官 御説明いたします。 

 まず資料３に簡単に概要をまとめております。本剤も、新規申請をされました殺菌剤でございます。本剤

は糸状菌の菌糸の伸長ですとか胞子の発芽を抑制することによって、病原菌の発育抑制作用を示すと考えら

れております。現状、FRACについては未分類でございます。トマト、ミニトマト、ナス、キュウリ、花き

類・観葉植物、温室やビニールハウスで栽培されるものについて申請がなされております。 

 それでは、資料５－２にまいります。審査の概要でございます。 

 １ページ、まず基本的な情報でございます。申請者は株式会社のアビオンコーポレーションでございます。

一般名、化学名、コード番号、分子式、構造式等は御覧のとおりでございます。 

 ２ページに物理的・化学的性状でございます。蒸気圧が比較的大きな物質で、気化しやすいものでござい

ます。水、あと有機溶媒にもよく溶ける性質です。紫外吸収に関しましては、220 nmぐらいと290 nmぐらいに

吸収がある物質でございます。 

 ３ページ、UVのスペクトルを載せております。中性、酸性、こちらはあまり形は変わりません。 

 ４ページにアルカリ性で、波長の短い部分の形が少し崩れるかなというスペクトルでございます。その下

に赤外吸収スペクトルでございます。帰属について情報をまとめております。 

 ５ページ、核磁気共鳴でプロトンのスペクトルでございます。 

 次のページに13Ｃのスペクトルで、それぞれ帰属を下に添付させていただいております。 

 ７ページが質量のスペクトルでございます。131が物質のスペクトルピークでございまして、あと103と77

はそれぞれ帰属のイオンを示しております。 

 こちらまでで一旦切らせていただきます。 

○●●● ここまでの御説明について御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 ないようですので、次に進めてください。 

○農薬審査官 それでは、原体の製造方法でございます。●●●。 

 次に分析法でございます。●●●。 

 分析法までで一旦切らせていただきます。 

○●●● ただいまの説明について御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 分析法についてもよろしいですかね。 

 ないようですので、次に進めてください。 

○農薬審査官 次、農薬原体の組成分析でございます。●●●。 
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 ここまでで、またよろしくお願いいたします。 

○●●● ただいまの御説明に対して御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 こちらもよろしいみたいなので、次に進めてください。 

○農薬審査官 では、有効成分の毒性でございます。こちらシンナムアルデヒドにつきましては遺伝毒性試

験が提出されています。Ames試験でございます。こちらについては陰性の結果が得られております。また、

シンナムアルデヒド、人の健康を損なうおそれのないことが明らかな物質として指定することについて、食

品安全委員会において食品健康影響評価がなされております。その結果の転記をさせていただいております。

海外の国際機関等の評価結果等を踏まえながら、食品安全委員会では評価がなされているようでございます。

JECFAですとか、あとEFSAにおいて食品添加物とか飼料添加物としての評価もなされて、安全性の懸念はない

とされているということ、EPAでも本剤の使用に関して人の健康に影響を及ぼす可能性はないと評価され、

ADI、ARfDは設定されなかったという海外の情報をまとめております。国内でもシンナムアルデヒドは食品添

加物として長く使われている実績があるということ、実際に農薬として使われた場合に摂取することになる

量と、実際に食品添加物として食品から摂取している量とを比較しまして、影響はないという判断がなされ

たようでございます。そういった結果から、農薬として使われる、通常使用される限りにおいて食品に残留

することにより、人の健康を損なうおそれのないことが明らかと評価がなされております。 

 ここでまた切りたいと思います。 

○●●● ただいまの御説明について御質問、御意見がありましたらお願いいたします。 

 ないようですので、次に進めてください。 

○農薬審査官 不純物の毒性でございます。●●●。 

 この部分について委員からもいろいろ御意見を事前にも頂いているような状況ですので、御議論いただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

○●●● ただいまの御説明について御質問、御意見、よろしくお願いいたします。 

 ●●●、お願いいたします。 

○●●● 御説明ありがとうございました。●●●。 

 すみません、長くなりましたが、以上です。 

○●●● ありがとうございます。 

 ３点あったかと思いますけれども、まず事務局の方からお願いいたします。 

○農薬審査官 事務局からです。 

 ●●●。 

 取りあえず事務局からは以上です。 



 9 

○●●● ありがとうございます。 

 三つあったかと思いますけれども、二つの御回答については、●●●、よろしいでしょうか。 

○●●● 御回答ありがとうございました。●●●。 

 以上です。 

○●●● ありがとうございます。 

 ●●●。 

○農薬審査官 事務局でございます。 

 ●●●。 

 以上でございます。 

○●●● 今の事務局からの御提案について、御意見等ございますでしょうか。 

○●●● ●●●ですけれども、今のような整理のされ方でいいのではないかと思います。●●●。 

 以上です。 

○●●● ありがとうございます。 

 事務局、よろしいでしょうか、それでは。 

○農薬審査官 ありがとうございます。●●●。 

○●●● それでは、この２番目と３番目のところは、修正案を事務局の方で作っていただいて後日確認と

いう形でよろしいですか。 

 ほかにありますでしょうか。 

 では、まだ後ろのところが残っておりますので、続けて説明をよろしくお願いいたします。 

○農薬審査官 では、17ページの下で農薬原体の毒性でございます。●●●。 

○●●● こちらについても修正文を後ほど、では、送っていただくという形になりますでしょうか。 

 今、御説明いただいた部分について御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 ●●●、よろしくお願いいたします。 

○●●● ●●●。 

 すみません、長くなりました。失礼いたしました。 

○●●● ありがとうございます。 

 事務局の方、さっきの修文の部分に関わるかと思いますけれども、今の●●●に対する回答もお願いいた

します。 

○農薬審査官 ●●●、ありがとうございます。 

 ●●●。 
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○●●● ありがとうございました。 

○●●● ほかにありませんでしょうか。今のところ以外でも、シンナムアルデヒド全体の部分でも何か御

質問、御意見等ございますでしょうか。 

 ないようですので、それでは資料５－１の説明をお願いいたします。 

○農薬審査官 評価報告書の方について御説明します。 

 シンナムアルデヒドの農薬原体の規格としては、有効成分シンナムアルデヒドについて980 g/㎏以上とい

う提案でございます。 

 農薬原体の分析法としてシンナムアルデヒドの分析法、すみません、●●●修正をお願いします。シンナ

ムアルデヒドの農薬原体を2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール（BHT）含有酢酸エチル溶液に溶解後、ガ

スクロマトグラフにより分離し、水素炎イオン化検出器（FID）によりシンナムアルデヒドを検出及び定量す

る。定量には内部標準法を用いるという形にまとめさせていただきたいと思います。 

 めくった２ページ、申請者と基本情報、３ページに物理的・化学的性状を審査報告書から転記しておりま

す。 

 組成分析について、シンナムアルデヒド及び１ g/㎏以上含有されている不純物について、選択性、検量線

の直線性、精確さ及び併行精度が確認されており、科学的に妥当であったとまとめております。組成分析に

ついても999～1,001 g/㎏というふうにまとめております。 

 ４ページ、有効成分の毒性に関しましては、審査報告書からの転記になります。 

 ５ページ、不純物の毒性に関しましては、考慮すべき毒性を有する不純物は認められなかったとまとめて

おります。 

 同等性に関しましては、農薬原体中の不純物とシンナムアルデヒドの毒性を比較した結果、シンナムアル

デヒドの農薬原体の毒性は、安全性評価のなされたシンナムアルデヒドの毒性と同等であると判断したとい

う形で、先ほどの酸化亜鉛と同じようなまとめ方にさせていただいております。 

 以上でございます。 

○●●● ただいまの説明について御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。 

 ●●●、お願いいたします。 

○●●● すみません、ちょっと変な質問かもしれないですが、このシンナムアルデヒドに限った話ではな

いのですが、教えていただきたいことがございます。 

 こういう資料のときに、農薬原体の分析法としてこの装置を使ってこのように分析するという文章が書か

れますけれども、今後その原体を定性・定量しようと思う方は、その方法に必ずのっとらなければいけない

という形になるのでしょうか。この申請者が出してきたこの方法で定量を必ず行わなければいけないのでし
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ょうかというのを、ちょっとどのぐらい拘束力があるのかなというのを知りたかったんです。 

 どうしてかというと、ガスクロマトグラフで今回FIDで測定をされていますが、それの分析条件を見せてい

ただくと、ヘリウム１ミリを流して、普通のマスではなくて検出器で測定している条件が多々ありましたの

で、今現在ヘリウムを使うのが大変な人たちも結構いるので、どのぐらい拘束力があるのかなと思ったもの

でお聞きしてみたかったのですけれども、どうなのでしょうか。 

○●●● ありがとうございます。 

 事務局、お願いいたします。 

○農薬審査官 分析法の拘束力ですが、そういった意味では、ここに記載する分析法に関しましては、我々

が農薬原体の規格、980 g/㎏以上を満たしているかどうかを正式に判断するときに使う分析法というふうに、

公的に我々が使う立場としてのものと認識してください。申請者や他の方が農薬原体をもし分析するときは、

別にここに示されたものを確実に使わなきゃいけないわけではなくて、先ほど審査とか評価していただいた

と同じく、分析法の妥当性が別途確認をされている分析法を用いてきていただけるのであれば、分析法を変

えていただいても何ら問題はないというものになります。 

○●●● ありがとうございました。 

○●●● ほかにございませんでしょうか。御質問、御意見等ありましたらお願いいたします。 

 ないようですので、こちら、さっきの資料５－２の修正文がある程度影響してくるところがありますか。 

○農薬審査官 多分ないかとは思ってはいるのですが、もし少しあるようでしたら併せて確認をしていただ

く形にします。 

○●●● そうですね。分かりました。 

 では、このシンナムアルデヒドについても、修正文をメールで送っていただいて委員の先生方に御確認い

ただくということで、よろしくお願いいたします。 

 それでは、シンナムアルデヒドの原体規格の設定に関する審議は以上といたします。 

○農薬対策室長 ありがとうございます。 

 では、今後、所要の手続を進めてまいります。 

○●●● 本日の農薬原体部会の議事は以上となります。 

 その他、何かございますでしょうか。 

○農薬審査官 事務局ですけれども、１点よろしいでしょうか。 

○●●● よろしくお願いします。 

○農薬審査官 すみません、先ほどシンナムアルデヒドで御審議いただいた食品添加物を有効成分とする農

薬というのは、別途、幾つかあるような状況でございます。そういった点で、先ほどシンナムアルデヒドで
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ある一定の方向性を少し示していただいたかと思うのですけれども、今後そういった食品添加物を有効成分

とする農薬の農薬原体の評価の考え方というのを、一つペーパーにまとめた方がいいのかなと思っていまし

て、今後の審議でそういった資料についてまた御検討いただくようなことを考えていますので、よろしくお

願いします。 

 次にそういった食品添加物を有効成分とする農薬が来たときにするのか、それより事前にまとめてしまう

のか、スケジューリングはしていませんが、また検討いただくことにしたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。 

○●●● 今回のこのシンナムアルデヒドは、●●●。今後こういった食品添加物に使われている物質がま

た出てくるときに御議論するという形になりますでしょうか。 

○農薬審査官 その剤をかけるときだと遅くなるかもしれないので、そういった剤を審議にかけないといけ

ないと思われるより前、１回前とか２回前ぐらいから議論を始めさせていただくのかなと思っております。 

○●●● そうですね。そういったときにどういった整理で行っていくかといったところの御提案を頂くと

いうことでよろしいですかね。 

○農薬審査官 そうですね。 

○●●● では、そのようにお願いいたします。 

 そのほか何かございますでしょうか。 

 ないようでしたら、以上、議事進行は事務局にお返しいたします。 

○農薬対策室長 本日は長時間にわたって熱心に御審議いただきまして厚く御礼申し上げます。 

 今回の議事概要及び議事録につきましては、事務局で案を作成の後、委員の方々の確認を取らせていただ

きまして公開いたします。事務局案ができましたら確認等をよろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、本日の農業資材審議会農薬分科会農薬原体部会を閉会いたします。 

 長時間にわたり御審議いただきましてありがとうございました。 

午後４時３７分 閉会 


